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回
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却
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経
済
構
造
に
及
ぼ
す
影
響

|
|
ア
メ

7
カ
「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

研
究
仙
H
I
l
l

高

寺

貞

男

四

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
設
備
投
資
を
経
続
的
に
ゐ
こ
な
っ
て
い
る
企
業
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
己
の
企
業
は
「
水
久
的
伝

課
税
の
く
り
延
〈
」

l
「
減
税
」
と
い
う
税
務
上
白
利
得
を
う
る
乙
と
は
、

J
P
て
陀
前
号
に
b
い
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
て
は
現
実
に

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
る
「
減
税
」
は
ど
臼
く
b
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
推
算
は
現
在
推
定
の
か
な

p
困
難
た
将
来
の

変
数
(
設
備
投
資
額
、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

が
選
択
さ
れ
る
割
合
、
所
得
税
率
な
ど
)
の
組
み
合
せ
に
依
存
ナ
る
か

b
、
こ
れ

b
D
変
数
に

代
入
す
る
数
値
如
何
に
よ
っ

τ結
果
も
自
b
変
っ

τく
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
左
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
て
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
多
く
り
推
算
の
中
か

b
「
下
院
税
制
案
に
関
す
る
上
院
歳
入
委
員
会
へ
白
報
告
」
お
よ
び
オ
パ

l
リ
ン
大
学
助
教
佼

W

・F
・へ

ル
ム

l
λ
の
論
文
に
み
b
れ
る
も
白
を
選
び
出
し
て
批
判
的
に
紹
介
す
る
。

「
下
院
税
制
案
に
関
す
る
上
院
歳
入
委
員
会
へ
の
報
告
」
は
、

ω年
々
白
設
備
投
資
は
同
一
ー
水
準
を
も
っ
て
継
続
的
k
b
己
な
わ
れ
る

(
一
九
五
四
年
|
五
五
年
二
回
O
億
ト
ペ
五
六
年
以
降
二
0
0億
ド
ル
)
、

ω全
設
備
投
資
に
は
「
一
一

0
0
λ
1
セ
ン
ト
定
率
法
」
が
選
択
適



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
由
経
帯
構
造
に
及
ぼ
す
協
響

(単位億ドル〉

減税額|

×税率~(6)

3.75 

9.93 

14.05 

16.16 

17.40 

17目79

17.40 

，200%定串法」による減税額の性質

l的(1) 附 r|ー|固定的lF償 却 をl年度 tion える銅|

|仕)/2~(司 (3) 1(2)+(司 ~(4)1 (5) !(5: 

1954 240 120 120.00 

1955 240 120 221月6日 345.60 

1956 200 100 424.13 524.13 28.10 

1957 20日 100 560.24 660.24 3占.37

1958 200 100 680.02 780.02 34.80 

1959 200 100 786.53 886.03 35.58 

1960 2C日 lC口 880.27 980.27 34.80 

第V表

用
さ
れ
る
(
選
択
車
一
0
0
%
、
た
だ
し
耐
用
年
数
一
六
対
年
、
残
冊
。
と
し
て

F
P
R
3
2

8
2自
C
酢
に
よ
る
〉
、
納
税
率
は
や
や
同
一
水
準
に
維
持
さ
れ
る
(
一
九
五
凶
年
五
二
%
、

〈資*'り Stanley，W. F.， New RaPid Tax Depγeciatiun， 1955， p. 80 

五
主
年
以
降
五
O
%
)
、
と
い
う
仮
定
に
基
ず
い
て
、
第
V
表
白
工
う
な
「
減
税
」
額
の

推
算
主
治
こ
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
推
算
は
、
多
く
白
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

担iな
張ぜ
主 な
つ ら
τF 、
け (1)
るァ
と メ
いリ
三カ
?に
¥み、
‘ d、J
ιコ νト

論，.，

苦言
皇室
、〉再
(2) 主
産|
業五
会%

里高
O 長
O 率
社主主
tこも
っつ
い て

て
の
調
査
が
し
め
し
て
い
る
よ
う
に
「
二

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
正
り
「
級
数

逓
減
法
」
の
一
刀
が
よ

p
多
く
選
択
さ
れ
て
h
る
と
い
う
事
実
、
助
「
一
一

0
0
.ハ
セ

y
ト
定
率
法
」
は
耐
用
年
数
が
つ
き
る
ま
で
縦
続
的
に
適
用
さ
れ
る
と
取
得
原
価
の

約
八
八
%
し
か
凶
収
し
え
な
い
か
に
口
、

一
六
七
条
納
項
に
し
た
が
っ
て
耐
用
年
数
白

へ
変
更
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
は
ぼ
確
実

二
分
の
一
が
経
過
し
た
と
き
「
定
額
法
」

た
見
通
し
、
た
ど
当
然
考
う
〈
毒
事
項
を
全
然
考
憶
に
入
れ
て
い
左
い
か
ら
ぜ
あ
る
。

と
ほ
ぼ
同
一
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
「
内

国
税
両
院
合
同
委
員
会
」
の
推
算
に
も
あ
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
た
指
摘
は
ま
た
右
の
「
報
告
」

注

ω
F
m
w同
目
吋

O
R
g
D
2
E
Eロ
と
い
う
の
は
、
或
る
年
度
に
取
得
し
た
資
産
は
、
す
べ
て
当

該
年
度
の
期
首
と
期
末
の
中
間
点
に
お
い
て
取
得
し
た
k
み
な
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
計

第
八
ト
一
巻

第
三
号

五
五
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貸
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i
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す
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と
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恒
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あ
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、
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メ
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実
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上
一
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。
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Qロ白
2
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E
印
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目
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H
S
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田
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宮
町
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一
骨
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U
U
ト
冨
官
。
口
司
〈
目
当
♂
]
U
E

国
民
・

E
宮内同

σ吋
E
E
-
E巳
Y
安
子

円
以

ωAHU

基
準 そ
『己

年て

だ右
の に

成指
長摘
率 し
をた

も与
づっ

て志

君事
4ト をさ

る捗
三~
プLρこ
五〈
四へ

受 Jレ
τコ J~

δl  
得金手 ^ 
t は
Pレ、

五α)
年

五
h 手々
去 D

O 設
九 備
億 投
ド 資

'"士
1i. 
プぐ 九

重苦
一 年
i¥ の
一 一

O 
三Q
(2) ド
全 Jレ

ー設を

備
投
資
に
は
耐
用
年
数
一

O
年
経
過
後
「
定
額
法
へ
切
り
換
え
る
二

0
0・ハ
l
セ
Y
ト
定
率
法
」
あ
る
い
は
「
級
数
逓
減
法
」
が
選
択
適

用
さ
れ
る
(
選
択
率
一

0
0
%、
た
だ
し
耐
用
年
数
二

O
年
、
残
価
。
と
し
て

P
H
S
E同
2
号
自
ロ
ロ
~
に
よ
る
)
、
納
税
率
は
同
一
ー
水
準
忙
維
持

さ
れ
る
(
一
九
五
四
年
以
降
五
心
配
川
)
と
い
う
よ
う
に
仮
定
を
あ

b
た
め
て
、
「
減
税
」
額
を
第
百
表
の
よ
う
に
推
算
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
上
る
と
、

一
九
五
四
年
か

b
一
九
七
三
年
ま
ぞ
の
一
一

0
年
聞
に
お
け
る
「
減
税
」
額
は
、

「
定
額
法
へ
切
り
換
え
る
二

0
0
.ハ

1
セ
ン
ト
定
率
決
」

に
よ
る
場
合
四
三
八
億
ド
ル
、

「
級
数
逓
減
法
」
に
よ
る
場
合
六
四

O
億
ド
ル
と
怠
る
(
マ
サ
チ
ム
セ
ッ
ツ
エ
軒

大
学
経
揖
学
部
教
授
キ
ャ
リ
・
プ
ラ
ウ

γ
の
推
算
に
よ
る
及
、
右
の
一

0
年
聞
に
お
け
る
「
級
数
逓
減
法
」
に
よ
る
償
却
超
過
額
一
、
二
五
七
億
ド
ル
、



(単位億ドル〉

l設備! 償却年額
年度 一

定率法|扱数法定率法|級数法投資額定率法|級数法|定額法

1954 300 30 29 15 15 14 8 7 

1955 309 58 57 30 27 26 14 13 

1956 318 84 84 46 38 38 19 19 
1957 328 108 111 63 46 48 23 24 

1958 338 131 137 80 52 57 26 29 
1959 348 I 153 163 97 56 65 28 33 
1960 358 I 173 187 115 58 72 29 36 

1961 212 133 59 78 30 39 
1962 380 I 212 235 152 59 83 30 41 
1963 391 230 2G8 172 58 86 29 43 

1964 403 I 247 279 192 55 87 27 44 
415 I 265 300 213 52 88 26 44 

1966 428 283 321 234 49 87 25 43 
1967 441 302 341 256 46 84 23 42 
1968 454 322 359 279 43 80 21 40 
1969 167 342 377 302 40 75 20 37 

1970 481 363 394 326 36 68 18 34 
1971 496 384 410 351 33 59 16 30 
1972 426 377 29 49 15 24 
1973 526 I 429 440 403 26 37 13 18 

総計 I8061 I 4715 I 5119 I沼38 I 日76 I 4犯|削

「急速税務減価償却」による減税額の推算第百表
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急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
構
造
に
及
ぼ
す
膨
響

第
八
十
一
巻

〔資料) He11muth~ W. F.， Depreciation and the 1954 Internal Revenue 

Code. Journal of Finance. Sept.. 1955， p. 344. 互王

税
阜
五

C
%
と
し
て
「
減
税
」
額

六
二

O
億
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
d
o

と
こ
ろ
で
、
こ
の
推
算
と

い
え
ど
も
完
全
な
も
の
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
己
の
推
算
を
お
こ
な

っ
た
ん
ル
ム

l
ス
自
身
も
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
急
速

税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
し

う
る
全
資
産
に
そ
れ
が
適
用

さ
れ
る
(
選
択
率
一

0
0
%
)

と
い
う
仮
定
は
「
急
速
読
務

減
価
償
却
」
の
普
及
性
を
過

大
に
一
評
価
し
て
い
る
か

b
て

ゑ
Y
h
u
o

一
般
に
「
多
く
の
納

税
者
は
『
明
日
の
百
よ
り
今

日
の
十
』
と
い
わ
れ
る
考
え

第

号

五
-~ 



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
情
浩
に
亙
ぽ
す
彰
響

第
八
十
一
巻

← ノ、

第

号

五
ノ1、

方

(
E
E
E
F日
ib
司王
-BOHur叶
)
に
し
た
が
う
も
白
て
あ
る
か
ら
、
新
償
却
法
門
急
速
税
務
減
何
償
却
】
が
ほ
と
ん
斤
異
議
た
〈
採
用

、
、
、
、
、
、

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
h
。
し
か
し
な
が
ら
、
驚
く
イ
き
こ
と
に
は
ワ
ぞ
れ
は
口
選
捉
し
う
る
資
産
D
約
三

O
V
Jた
い

、、

u

し
四

O
Mに
適
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
。
」
(
傍
点
l
引
用
者
〕
た
と
え
ば
、
「
全
国
産
業
協
議
会
」
(
己
主
吉
己
目
ロ
品
己
ω可
E
H
h
o
u
r
H
.

自
由
回
E
E
)
の
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
一
六
七
社
の
う
ち
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
も
の
四
五

%
、
(
す
く
な
く
干
も
一
時
的
に
は
)
「
定
額
法
」
に
と
ど
ま
る
と
決
定
し
た
も
の
三
五
%
、
い
ま
だ
ど
ち
ら
と
も
決
定
し
な
い
も
の
二

O

%
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
公
益
事
業
島
工
ぴ
鉄
道
会
社
に
か
ぎ
っ
た
減
価
償
却
白
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
一
一
一

O
社
の
う
ち
「
急

述
税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
ナ
る
こ
と

K
決
定
し
た
も
の
五
二
社
(
四
三
%
)
、

「
定
額
法
」
に
と
ど
ま
る
と
決
定
し
た
も
の
一
三
一
一
社

(
二
八
%
可
い
ま
だ
ど
ち
ら
と
も
決
定
し
て
い
友
U
も
白
三
五
社
(
二
九
%
)
と
怠
っ
て
い
か
。

注
例

P
H戸
叫
何
回
吋

E
ロ
40ロ
HEHM
と
い
う
の
は
、
或
る
年
度
に
取
得
し
た
資
産
目
、
十
ベ
て
当
該
年
度
の
期
首
に
取
得
L
士
、
と
み
な
し
、
そ
れ
を
基
準
に

L
て
罰
算
し
た
年
度
償
却
額
を
そ
の
世
主
取
持
年
度
に
チ
ャ

1
ヂ
す
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。

L
た
が
っ
て
、
こ
り
仮
定
は

EmF叉
R
n
oロa

40EHO同
よ
り
も
よ
り
非
現
実
的
な
仮
定
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
に
も
と
ず
い
て
引
引
算
さ
れ
て
い
る
第
百
表
の
償
却
年
額
、

償
却
超
過
額
、
減
税
額
は
、
少
な
く
と
も
一
九
五
四
年
以
後
数
年
間
だ
け
は
過
大
な
数
値
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
定
た
厳
密
な
見
方
か
ら
い

え
ば
、
そ
れ
ら
は
半
年
づ
っ
ず
ら
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
ゐ
。
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目
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H
E
-

一
戸
田
町
田
・
唱
。
.
∞
寸
由
同
-

M
刷
出
巳
円
目
E
F
E叫
民
間
・
一
世
忠
明
・

川
口
。
F
o
p
』
同
地
ど
srNbhN乱
。
¥
N宮
司
、
S
国
富
喜
宮
町
内
誌
ぬ
民
旬
。
お
』
2
Q民主
2
h
d
k「n
gロロ件
E
四
回
o
Z
0
4
F
P司
口
「

Hcmp]VNHC

間

Z
E
M
O
E
H
H
E
E
E
m
-
n
s
r
E
2
0
由。
E
P
国
言
電
語
旬
、
2
主
吋
早
-
L
c
m
p
g
寸

?
3・
2
宮
内
同
ヴ
吋
』
世
田
♂
司
自
白
日
E
F
同-



z}出
向
富
品
。
守

E
K戸自
o
口
n
p
呂
田
-
]
V

・
5
∞

川
叫
回
。
EMf-v
』

~uurh
守
匂
号
、
。
号
。
同
』
町
内
丘
町
、
民
地
。
札
口

4
2
2ミ
E
F
円
。
百
出
O
R
E戸

mw
日同

5
5ロ己
m
-
Q弓
O
E
n
H
P
D
nゲ

N
U
J
H
C
日
戸
匂

p
g
-

ド
ロ
官
民

σ可
『

宮

h
h
R
H
S
』UNN守
円
相
内
町
立
札
昔
、
同
丘
、
、
t
r
N
P
P向
。
¥
』
日
昔
、
R
H
E
h
H
『
Q
N
b
4
3
3
E
S認
定
見
句
、
白
再
『
利
害
同
町
1
・
出
回
門
百
三

円

ω割
問
虫
、

5
5
〉】
U口
r
H
U印
F
-
u
・ロ一
um
・

内
国
蔵
人
法
士
詳
細
に
み
れ
ば
解
る
よ
う
に
、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
、

「
主
力
年
加
速
特
別
償
却
」
が
適
用
さ
れ
る
「
緊
急

設
備
」
に
た
い
し
て
ま
で
二
重
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
米
な
い
し
、
ま
た
二
牛
間
白
出
丸
損
く
り
戻
し
、
丘
年
間
心
欠
損
く
り
延
べ
後
の

課
税
所
得
が
皆
無
心
企
業
に
と
っ
て
は
全
然
問
題
に
た
り
え
ず
、
無
価
値
に
等
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
が
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」

の
選
択
率
を
五
o
d
p
内
外
に
と
ど
め
た
現
由
て
は
な
い
。

A
l
A
連
邦
税
委
員
会
議
長
A
・
H
-
コ
ー
へ
ン
は
と
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ

む
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
多
く
の
納
税
者
は
明
ら
か
に
間
際
的
国
内
的
事
情
が
超
過
利
得
税
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
態
を
生
じ
さ

せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
い
と
。
;
・
己
れ
が
多
く
の
納
税
者
を
し
て
急
速
減
価
償
却
を
利
用
さ
せ
左
い
忠
由
と
な
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
ロ
」
(
悼
点
引
用
者
)
ま
た
、
上
院
蔵
人
委
員
会
D
報
告
は
、

「
定
額
法
L

へ
白
切
り
換
え
沿
よ
び
廃
棄
損
が
税
務
上
承
認
さ
れ

る
た
め
に
は
余
分
の
会
計
記
録
を
そ
な
え
ね
ば
な
b
な
い
白
て
特
別
に
税
務
会
計
を
担
当
す
る
部
謀
を
も
た
な
い
中
小
会
社
は
、

速
税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
ヮ
て
最
も
多
く
利
得
を
う
る
ゼ
あ
ろ
う
と
争
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

用
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
急

「
定
額
法
」
を
採

「
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ

-
F
グ
品
』
は
公
益
事
業
お
工
び
鉄
道
に
金
い
て
、

そ
の
料
金
統
制
に
た
ず
さ
わ
る
委
員
会
が
料
金
決
定
目
別
の
た
め
原
価
と
し
て
実
際
の
課
税
額
と
「
定
額
法
」
に
よ
る
減
価
償
却
額
を

要
求
し
、
「
租
税
費
の
正
常
化
」

(
H，m
H
Z
2白
色
目
。
吾
ロ
)
を
認
め
左
い
友
b
ば、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
る
「
減
税
」
額
は

低
い
料
金
の
形
て
も
っ
て
消
費
者
に
移
転
し
て
し
ま
う
か
ら
、
あ
え
て
二
重
の
減
価
償
却
勘
呪
を
設
け
る
費
用
と
め
ん
ど
う
さ
を
負
担

し
て
ま
て
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
採
用
す
る
こ
と
は
た
い
ぜ
あ
ろ
う
。
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
構
造
に
及
ぼ
す
影
響

第
八
十
一
巻

七

第
二
号

五
九



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
構
造
に
及
ほ
す
影
響

第
八
十
一
巻

i¥ 

第

号

プミ

O 

ど
れ
ら
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
普
及
を
さ
主
た
げ

τい
る
要
因
は
次
第
に
排
除
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
超

過
利
得
税
を
必
要
と
ナ
る
事
態
は
こ
と
当
分
お
と
ず
れ
る
と
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
か
え
っ
て
所
得
税
の
水
準
は
低
下
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
公
益
事
業
お
よ
び
鉄
道
の
料
金
統
制
に
た
ず
さ
わ
る
委
員
会
の
多
く
は
次
第
に
「
租
税
費
白
正
常
化
」
を
認
め
て
き
て

い
る
o

し
か
し
を
が

b
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
そ
れ
を
選
択
し
う
る
償
却
資
産
に
全
般
的
に
適
用
き
れ
る
事
態
が
到
来
す
る
と

も
ち
ろ
ん
、

は
考
え

b
れ
な
い
。
せ

hvq
い
そ
の
選
択
率
は
一
一
一
分
白
二
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
工
う
た
見
通
し
を
基
礎
に
へ
ル
ム

ー
ス
は
、
も
し
第
百
衰
の
年
々
の
設
備
投
資
額
の
三
分
の
一
を
所
有
す
る
企
業
が
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
選
択
し
た
左

b
ば、

九
五
四
年
か

b
一
九
七
三
年
ま
て
の
こ

0
年
聞
に

b
w
亡、

の
場
合
約
三

0
0一
億
ド
ル
、

「
減
税
」
額
は
「
定
額
法
へ
切
り
換
え
る
二

0
0ロハ
l
セ

Y
ト
定
率
法
」

「
級
数
粍
淑
法
」
の
場
合
四
三

O
億
ド
ル

C
な
る
で
あ
ろ
う
と
推
算
し
て
い
る
。

注
川
阿
国

E
E
H己
Y

B民・
]
u
u
品
目
'

附
阿
口
包
括

P

忠弘・祖国
V

・
M
M
「
近
い
将
来
超
過
別
得
税
が
施
行
さ
れ
る
と
い
う
予
想
が
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
普
及
を
さ
ま
た
げ
る
わ
け
を
具
体

的
に
説
明
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
過
利
得
税
の
た
め
の
基
準
年
度
が
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
は
じ
ま
っ
た
一
九
五
四

年
あ
た
り
に
お
か
れ
る
と
、
基
準
年
度
に
お
け
る
所
得
は
そ
れ
に
よ
る
償
却
増
の
た
め
小
主
な
り
、
反
対
に
施
行
年
度
に
お
け
る
所
得
は
償
却
減
の

た
め
大
と
な
り
、
結
局
、
超
過
別
得
税
の
課
税
基
準
た
る
超
過
剰
得
は
大
さ
く
計
算
さ
れ
る
結
果
ー
と
な
る
。
こ
う
し
て
「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

D

甘
及
を
措
止
す
る
要
闘
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。

制

∞
ω
邑
口
吉
岡
2
ω
ω
N
ロ
且
印
ω自
己
P
印
ω
S
F
口。昌己目円件。
ω
O
ロ
ヨ
ロ
ロ
ロ
0
3
同
品
。
ユ
司
。

H
A
M
h
h
Q
5
3
ヨ
同
】
包
巴
宮
山
『
可
目
。
=
自
己
F
N
E弘
、

円
〕

ω
九日。・

、
、
‘
.

制
「
租
税
賀
町
止
常
佑
」
と
は
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
採
用
し
た
場
合
の
実
際
D
課
税
額
を
も
し
「
定
制
法
」
を
採
用
し
た
な
ら
ば
納
め
ね
ば

な
ら
な
し
で
あ
ろ
う
謀
税
額
へ
臨
正
す
る
(
畠
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
る
「
減
税
」
額
だ
け
増
加
す
る
)
手
続
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
租
税
費
の

正
街
化
」
は
そ
れ
だ
け
が
切
り
附
さ
れ
吃
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
古
に
「
減
価
償
却
の
正
常
化
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
問
題
と
な
る
も
む
で
あ
る
。



す
な
わ
ち
、
会
益
事
業
、
鉄
道
に
お
い
て
は
、
税
務
目
的
り
た
め
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
が
採
用
さ
札
た
場
合
と
い
え

E
も
、
料
金
決
定
目
的

ιFI
マル

の
た
め
に
は
「
定
額
法
」

1
巨
常
償
却
の
採
用
が
強
制
さ
れ
る
か
ら
、
「
租
税
費
の
正
常
化
し
も
ま
た
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
租
税
費

の
正
常
化
」
円

F
一
論
的
発
展
お
よ
び
実
態
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
特
別
償
却
を
め
ぞ
る
企
業
利
訴
の
表
示
問
題
」
経
済
論
叢
、
三
二
年
八
月
号
、
一
一
一

九
頁
以
下
、
九
月
号
一
一
一
七
買
以
下
、
明
稿
「
急
速
税
務
減
価
償
却
し
ι
企
業
会
計
上
の
減
価
償
却
」
(
未
発
表
)
、
参
照
。

制
判
叶
吉
岡
h
b
Z
詰

M
V
E
2
q
1
9
ι
N
N
W
-
町
民
mhJh
忌一芯
h

ミ
ロ
FG
号
E
N吋
R
H
P
N
b
b培、
R
R
E訳
語
史
浩
吾
、
同
市
立
回
2
H
q
1・
問
問
2

R
向
日
円

hwdq
同
君
臣
d
F

』

]E-
巴
g
・]

V
町

】

呂

町

l

ロD
F

さ
き
に
引
用
し
た
公
益
事
業
お
よ
び
鉄
道
会
社
二
一

O
社
の
調
査
に
よ
る
と
、
う
ち
三
三
社
出
「
急
速
税
務
械
側
償
却
」
を
採
用
し
な
か
っ
た
理

由
と
し
て
、
公
益
事
業
委
員
会
の
「
租
税
演
の
正
申
化
」
否
認
以
外
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ω一
カ
五
四
年
一
月
一
回
以
後

の
設
備
増
設
計
画
は
そ
の
規
模
が
小
き
い
。
倒
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
廃
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ロ

ω将
来
超
過
利
得
税
が
再
び
施
行
さ
れ

た
場
合
に
は
一
九
主
四
年
あ
た
り
が
そ
の
基
準
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

川
開
』
「
忠
弘
-wHV・
巳
D
H
匂
一
同
巴
]
自
己
]HLFN子
匂
-
u
品目・

同
開
国
巴
E
E
Y
昏
h
F
H
U
E由

へ
作
ム

l
ス
は
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
る
「
減
税
」
額
の
推
算
だ
け
に
満
足
せ
ず
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

は
設
備
投
資
を
刺
戟
L
、

そ
の
拡
大
を
通
じ
て
直
接
的
に
は
企
業
刺
益
の
増
加
傾
向
、
間
接
的
に
は
租
税
歳
入
の
憎
加
傾
向
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
み
の
仮
定
に
た
ち
、
こ
の

上
う
な
間
接
的
な
租
税
歳
入
の
増
加
傾
向
が
「
減
税
」
を
相
殺
し
、
「
増
税
」
に
転
化
す
る
時
期
に
つ
い
て
、
一
一
つ
の
推
算
を
展
開
し
て
い
る
。

(出。

=
H昌
Y

を
弘
;]VHU・
注
目
l
包
叶
)
し
か
し
、
と
の
よ
う
な
推
算
は
、
あ
と
?
述
べ
る
よ
ヲ
に
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
設
備
投
資
を
刺
戟

す
る
と
い
う
「
い
か
が
わ
し
い
仮
定
」

2
5
5
5
2
2
5
1
g巴
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
え
て
紹
介
す
る
ま
唱
も
な
い
と
思
い
、
こ
こ

で
は
割
愛
し
て
お
い
た
。

い
ま
か
り
に
右
の
推
算
か

b
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
る
午
間
平
均
「
減
税
」
額
を
二

O
億
ド
ル
(
「
定
額
法
へ
切
り
換
え
る
ニ

0
0一

パ
ー
セ
ン
ト
定
率
法
」
だ
け
に
よ
る
と
一
五
億
ド
ル
、

級
数
逓
減
法
」
だ
け
に
よ
る
と
一
二
・
五
億
ド
ル
と
な
る
が
後
者
の
選
択
率
を
よ
り
多
く
し
て

組
み
合
せ
て
み
る
左
約
二
り
億
ド
ル
と
な
る
)
と
お
古
え
、

そ
れ
を
平
均
利
子
率
五
必
て
資
本
還
元
す
る
と
、
資
本
還
元
価
格
は
四

O
O億

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
用
構
造
に
及
ぼ
す
副
都
響

第
八
十
一
巻

九

第

号



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
構
造
に
及
ぼ
す
影
響

第
八
十
一
巻

ハ
ア
リ
ヴ
グ
プ
E

パ
テ
イ

ド
ル
と
た
る
。
と
白
と
と
は
、
政
府
が
民
間
百
業
K
四

O
O億
ド
ル
の
固
有
財
産
を
無
償
払
h
下
げ
し
た
と
同
じ
効
果
を
「
急
速
税

務
減
価
償
却
」
が
は
た
す
と
と
を
意
味
す
る
。

ロh
h且
h
w
E
m
m
H
M品
目
HMWF
芯
定
ξ
]
u

・C
M
・

O 

第
二
号

プミ

住。。

五

「
急
速
税
務
減
価
償
却
L

が
経
済
構
造
お
よ
び
経
済
力
白
配
分
に
治
よ
ぼ
す
長
期
的
在
影
響

念日
U
H
o
n
E昨日。ロ。
p
p
o
且
門
戸
己
己
目
。
日
p
o
o
n
o
E
白山、宮ー門
H
H
r
o
住
民
口
ヴ
戸
t

E

O
向。。。ロ
o
目刊の

]
u
o
d
q
Z
)

(
H
H
H
o
-。
円
四

I
H
Z
H
M
O同
Oの
H
m
w
O同
門

mw閉
山

ι

に
闘
し

τ、
政
府
当
局

あ
る
い
は
議
会
が
注
意
深
く
考
察
し
た
と
い
う
評
拠
は
な
い
。
政
府
当
局
中
議
全
は
批
判
的
分
析
を
お
こ
な
う
と
と
左
く
、
企
業
の
代

表
者
の
利
己
的
を
断
定
に
し
た
が
っ
て
「
宕
述
税
務
減
価
償
却
」
は
投
資
を
刺
戟
す
る
ゼ
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
財

務
次
官
マ
リ
オ

y
・
フ
ォ
ル
ザ
ム
は
、
一
九
五
三
年
四
月
一
六
日
の
「
全
国
産
業
協
議
会
」
の
府
上
に
お
い

τ
「
長
期
的
に
み
れ
ば

門
急
速
税
務
減
価
償
却
〕
は
:
:
・
総
投
資
、
国
民
所
得
、
総
租
税
歳
入
を
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
じ
と
い
い
、
ま
た
上
院
歳
入
委
員
会
の
報

告
は
「
〔
急
速
税
務
減
価
償
却
〕
に
よ
っ
て
著
し
い
経
済
的
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
改
正
が
も
た
ら
一
す
刺
戟
に
エ
っ
て
工
場
設
備
に

対
す
る
現
在
の
高
水
準
の
投
資
脅
維
持
す
る
の
に
時
期
的
に
十
分
役
立
つ
。
.

〔
急
速
税
務
減
価
償
却
】

は
ア
メ
リ
カ
経
済
白
全
分
野

に
わ
た
っ
て
生
産
力
の
近
代
他
と
拡
張
に
貢
献
し
、
経
済
発
展
に
と
も
な
っ
て
生
産
台
増
大
せ
し
め
、
か
っ
生
活
水
準
を
高
め
る
の
に

役
立
っ
て
あ
ろ
う
叶
」
と
の
ぺ
て
円
る
の

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
旬
一
設
備
投
資
が
刺
戟
さ
れ
れ
ば
経
済
活
動
は
活
発
化
し
、
国
民
所
得
は
増
加
し
、

し
た
が
っ
て
租
税
歳
入
も
ま
た
ふ
え
る
か
ら
問
題
な
し
と
す
る
政
府
当
局
や
議
会
心
楽
観
説
は
「
い
か
が
わ
し
い
仮
定
」

し
か
し
を
が
ら
、

(ι
ロ
宮
。
戸
ω



忠
臣
呂
耳
目
。
ロ
)
ぞ
あ
る
時
吉
き
に
引
用
し
た
一
六
七
社
に
つ
い
V

て
の
「
全
国
産
業
協
議
会
」
の
調
査
に
よ
る
と
、

「
急
速
税
務
減
価
償

却
」
を
選
択
し
た
会
社
(
一
六
七
祉
の
凹
五
%
)

の
う
ち
設
備
投
資
が
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
な
か
ヮ
た
と
答
え

た
も
の
は
つ
一
分
の
二
(
一
六
七
社
。
三
O
%
〉
に
白
ぼ
り
、
そ
れ
に
よ
り
刺
戟
さ
れ
た
と
答
え
た
も
の
は
わ
ず
か
に
三
分
の
一
(
一
六
七
社

の
一
五
%
)
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。

こ
白
よ
う
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」

は
わ
ず
か
の
程
度
に
し
か
投
資
を
刺
戟
し
て
い
左
い
と
い
う

事
実
は
、
政
府
当
局
や
議
会
の
楽
観
説
に
は
味
方
吐
ず
、
租
税
歳
入
の
減
少

l
財
政
規
模
縮
少
が
も
た

b
す
国
民
所
得
減
退
効
果
、
あ

る
い
仕
租
税
が
他
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
警
戒
説
白
方
に
分
が
あ
る
と
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

注

ω
』
骨
自
ω
自
己
申

E
F
S弘
子
ロ
・
ぉ

ω
出
。
ロ
自
己
~y
由
民
占

HV・
2
由

ゆ
円
。

rgu
邑
民
・
官
官
】

川
開
回
話
回
口
詮
匹
、

p
p

的
判

k
r
E
E
ω

自
白
田
高
二
忠
弘
-
w
]
V

・U
N
E

ω
Z
E
E
Eニ
ロ
島
区
間
待
口
E

g
民
耳
目
。
。
問
。
凶
与
国
苦
言
E
句国内向。、
R
F
F
Y
H
u
g
-
M
V甘
斗

φ
寸
聞
の
惇
邑

-4
』
骨
E
m
E
ι
日
E
F
E子

]V・
H唱団

向
調
査
は
設
備
投
資
に
た
い
す
る
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
影
響
は
取
る
に
足
ら
ぬ
も
り
で
あ
る
(
t
巴
首
耳
、
.
0
H
R
d
E
E
P
Zロ
巳
也
、
〕
と
報

に
て
い
る
(
国
己
E
E仲
Y
S礼
子
町
宮
司
)
。
玄
た

AF向
呂
田
日
昆
司
υロ
印
胃
2
0
誌
に
よ
ゐ
と
、
民
間
投
資
の
三
分
の
こ
は
、
償
却
方
法
白
変
化

は
か
れ
ら
の
投
資
忙
い
か
な
る
蕗
響
を
も
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
商
品
に
た
い
す
る
需
要
や
現
金
販
売
の
よ
う
な
要
因
は
、
か
れ
ら
に

、
と
っ
て
支
配
的
意
義
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
(
回
〉
岡
崎
E
F
』
室
町
a
a
E
E
o
o
E
E
2
0
E司自
E
釦
凶
凸
回
〉
問
。

E
O
E
Z宮
由

回国司自
O同
盟
国
岡
F
A国
司
国
司
-
白
日

E
H
C国中]出回日明国
Y
H
u
g
-
P
E司]品目

B
・
ア
ン
ト
ノ
l
フ
「
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
固
定

資
本
の
減
価
償
却
」
経
済
学
の
諮
問
題
、
一
九
五
一
ハ
年
、
六
月
号
、
一
四
一
頁
〉
。

何

回

E
o
p
忠
弘
、
右
ロ
ー
ロ
・

も
ち
ろ
ん
、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
位
、
そ
れ
が
投
資
を
刺
戟
し
ょ
う
が
し
士
い
が
W
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
を
選
択
し
た
企
業

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
白
経
併
構
造
に
及
ぼ
す
影
響

第
八
十
一
巻

第

号一



「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
経
済
情
造
に
及
ぼ
す
影
響

第
八
十
一
巻

一
第
二
号

〆、
四

に
「
減
税
」
と
い
う
税
務
上
回
棚
ポ
グ
利
得

(
S
H
当
日
目
白
巳
日
)
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

本
規
模
の
と
と
た
る
す
〈
で
の
企
業
民
平
等
に
配
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
ろ
か
。
そ
れ
と
も
、
大
企
業
民
有
利
に
配
分
さ
れ
経
済
力
の
集
中

「
小
企
業
庁
」
(
印
Em--
回
日
目
詔
ω
〉
品
目
白

て
は
己
の
概
ポ
グ
利
得
は
産
業
部
門
・
資

(gロ
2
ロ
昨
日
官
。
ロ
え

on。D
O
目
一
の
宮
》
442〉
士
お
し
ず

F
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

Eω
可
ω
2
0ロ
〉
の
グ
ェ
ン
デ
ル
・

B
・パ

l
y
ー
が
い
う
工
う
に
、
中
小
企
業
に
有
利
に
配
分
さ
れ
「
自
由
・
競
走
経
済
」
(
昨
耳
切
の
。
自
a

HUOE弓
0
0
2
5自
己
の
維
持
、
強
化
に
貢
献
す
る
ぞ
あ
ろ
う
か
。
と
の
土
う
た
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
か
ら
派
生
す
る
「
会
社
民

主
主
義
、
産
業
集
中
、
宮
の
配
分
の
問
酔
」
に
つ
い
て
統
計
的
デ

l
グ
か
ら
結
論
を
ひ
き
だ
す
と
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
予
想
さ

れ
も
結
果
に
つ
W

て
推
察
す
る
y

し
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
現
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ノ

l
ス
す
ェ
ス
グ

l
y
大
学
助
教
授
ロ
パ

l
F
・
エ
イ
ス
ナ
ー
は
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
種
々
の
産
業
部
門
に

同
一
白
影
響
を
与
え
た
い
ぞ
あ
ろ
う
。
資
本
的
支
出
が
所
得
に
較
〈
て
相
対
的
に
大
き
た
産
業
部
門
お
よ
び
会
社
は
、
そ
れ
が
相
対
的

に
小
き
い
も
の
よ
り
も
大
空
友
利
得
テ
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
か
ら
う
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
公
益
事
業
、
鉄
道
、
製
造
業
は

商
業
上
り
大
き
た
利
得
を
う
る
ゼ
あ
ろ
う
し
、
同
様
に
設
備
拡
張
し
て
い
る
会
社
は
肱
張
し
て
い
な
い
会
社
よ
り
も
大
き
た
利
得
を
う

る
で
あ
ろ
う
、
と
白
べ
て
い
ム
。
ま
た
ミ
シ
ガ
ン
州
寸
大
学
教
授
オ
ル
F
l
・
ア
ダ
ム
ス
は
よ
り
明
確
陀
つ
ぎ
の
工
う
に
中
張
し
て
い

る。
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
に
上
っ
て
も
汗
ら
胃
れ
る
「
減
税
」
は
経
済
力
に
し
た
が
っ
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
て
あ

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
新
投
資
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
得
す
る
比
率
は
新
投
資
の
比
率
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
れ
は
、
高
い
有
機
的
構
成
、
充
分

る
。
す
な
わ
ち
、
大
企
業
は
モ
白
大
部
分
を
手
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
ロ

た
内
部
留
保
資
金
、
急
速
た
成
長
、
技
術
革
新
、
確
な
し
た
市
場
左
ど
に
工
っ
て
特
徴
ず
け
ら
れ
る
企
業
に
有
利
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、



と
の
上
う
た
与
件
の
組
み
合
せ
は
一
般
に
小
企
業
よ
り
も
大
企
業
に
存
在
す
る
。
独
占
力
を
も
ジ
て
い
る
事
実
の
み
が
決
定
的
た
き
め

手
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
中
小
企
業
は
か
な
り
利
得
を
う
る
地
位
に
む
か
れ
て
い
る
ぜ
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が

b
、
経
済
全
体
と
し
て
は
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
す
で
に
集
中
し
た
経
済
力
を
有
す
る
巨
大
企
業
に
有
利
に
作
用
し
、
そ

の
経
済
力
を
さ
ら
に
強
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
利
得
を
う
る
わ
ず
か
の
も
の
を
除
い
て
は
、
小
企
業
は
一
般
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」

の
適
用
か
ら
排
除
さ
れ
、
大
企
業
に
対
抗
す
る
競
走
的
地
伎
を
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
ろ
。
も
し
談
会
が
こ
の
よ
う
な
将
来
起
り
う
べ
き

事
態
か
ら
小
企
業
を
防
衛
し
よ
う
と
ほ
つ
し
た
も
仏
ら
ば
、
小
企
業
に
有
利
た
よ
う
に
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
白
規
定
士
差
馴
化
す
る

と
と
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
も
出
来
た
切
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、

「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
直
接
的
に
は
産
業
別
普
別
一
課
税
・
階
層
別
逆
進
一
課
税
の
作
用
を
は
た
し
な
が
ら
、

間
接
的
に
は
産
業
別
不
均
等
発
展
と
独
占
の
強
化
の
機
能
を
は
た
す
も
の
と
結
論
す
る
こ
と
が
ぜ
き
る
。

枠
内
川
明

U12
』
喜
」
、
雪
印

5~目
国
民
缶
詰

E
r
F吋
詔
書
骨
口
出
-
E日
g-
〉

R
E
E
F
Z
H
E
o
p
由
自
一
色
初
日
Eomm
〉
会
臣
官

ω可
W
E
F
T
-司

E

E

}
u
g
E
H
m
E
a
g品

E
E
ロE
H
a
σ
可
汁

F
O
O
M
E口
百
円
色
町
円
。
自
目
。
円

2
0同

C
・凹・

2
古
品

σ可
〉
吉
日

ω
E
a
D日
予
聖
子
唱

HC∞

例
目
。
-
E
E
Y
E
F
司

2
u
E
F

へ
ル
ム

λ

は
つ
急
速
税
務
減
価
償
却
」
の
「
会
社
民
主
主
義
、
産
業
集
中
、
宮
内
配
分
」
へ
の
影
習
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
彼
も
こ
と
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
(
出
巳

E
己
Y
S
R
・
司
ど
ご
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
考
察
は
訂
制
に
隈
閉
し
て
い
伝
い
。

州

国

E
R
E
L・
唱

叶

ド

ω
b
E
E
ω
自
血
口
H
S
L
o
t
-
B
包

宏

イ
リ
ノ
イ
大
学
の

M
・
C
-
マ
ツ
ケ
イ
は
、
「
急
速
税
務
械
側
償
却
」
は
去
面
的
に
は
す
べ
て
の
企
業
に
刺
川
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に

は
資
本
形
成
に
つ
い
て
戦
略
的
地
位
に
あ
る
合
設
の
み
に
有
刺
で
あ
る
と
い
う
ど
け
で
、
さ
ら
に
刊
納
な
分
析
を
展
開
し
て
は
い
な
い
が
、
「
五
カ

年
加
速
判
別
償
却
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
大
企
業
に
有
利
で
あ
っ
た
た
め
、
独
占
刀
の
増
加
を
促
進
し
た
と
同
時
に
中
小
企
業
の
相
対
的
地
位
を
弱

「
急
速
税
務
減
側
償
却
」
@
経
済
梢
起
に
及
ば
す
影
響

第
八
寸
一
巻

第
一
号

町、王
-ノ

1



「
忠
速
税
務
減
価
償
却
」
の
総
辞
構
造
に
及
ぼ
す
影
特

第
八
」
l

一
巻

四

第
二
号

、』、
/
一
ノ

め
た
、
ま
た
或
る
部
門
の
投
資
不
足
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
他
の
部
門
に
は
過
大
投
資
を
ひ
き
お
こ
す
こ
k
に
』
っ
て
、
経
済
的
宮
の
あ
や
ま
っ
た
町

八
?
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て
い
る
(
冨
官
官

w
F
Z
P・
可
-
日
引
き
喜
吉
岡
持
喜
ミ
可
、
君
主
吋
』
『
言
語
切
な
是
正
守
町
号
有

B
S
2
F
F回
目
色
。
同
国

E
ロの
O
W

目

2
w
H由
印
。
・
同
省
・
昌
也
1
8
0
)
。
し
た
が
っ
て
、
彼
も
オ
ル
タ
l

・
ア
ダ
ム
ス
と
同
じ
よ
う
な
「
急
速
税
務
減
仙
償
却
」
に
対
す
る
批
判
を
い
だ
い

て
い
る
と
み
て
差
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
オ
ル
タ

l
・
ア
ダ
ム
λ

が
最
後
に
時
説
し
て
い
る
中
小
企
業
へ
有
利
に

7
J述
税
務
減
価
償
却
」
の
規
定
を
誤
別
化
す
る
問
題
は
、
す
で

に
一
九
五
一
年
に
・
ゴ
ー
ド
ン
・
ケ
イ
ス
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
恕
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
急
速
税
務
一
成
価
償
却
」
は
、
推
測
す
る
に
、
直
接
的
に
新
投
資
の
梢
加
を
ひ
き
お
こ
な
い
中
古
資
産
の
取
得
を
問
題
と
せ
ず
、
新
建
設
資
産
に

の
み
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
(
事
実
そ
う
な
っ
た
〉
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
利
得
は
実
際
に
新
投
資
企
し
て
い
る
企
業
に
か
ぎ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
こ
の
よ
う
忙
新
投
資
に
制
限
し
た
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
は
主
と
し
℃
中
古
資
産
を
購
入
す
乙
多
〈
の
産
業
部
門
の
巾
小
企
業
を
冷
遇
す

る
も
の
と
な
る
で
ふ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
急
速
税
務
減
価
償
却
」
を
中
小
企
業
に
の
み
適
加
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

上
う
に
「
急
速
税
務
減
仰
償
却
」
を
選
択
し
う
る
資
産
の
佃
簡
に
上
限
を
利
す
る
と
い
う
諒
別
化
措
置
は
、
税
務
上
り
利
得
を
も
っ
と
も
必
要
と
し

て
い
る
企
業
だ
け
に
そ
れ
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
幾
分
か
は
歳
入
減
点
化
く
い
け
H

め
る
で
あ
ろ
う
「
同
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』
u
a
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2
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司
君
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山
道
当
呂
富
岡
町
言
。
遥
耳
、
忌
日
過
官
官
-
u
E
J
U印日)。
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